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独立行政法人北方領土問題対策協会の中期計画変更に係る新旧対照表 

現 行 変  更  後 

１．～２．〔略〕 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

  別 紙 

４．～７．〔略〕 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１）施設及び設備に関する計画

啓発施設について、業務の適正かつ効率的な実施の確保のため、業

務実施上の必要性及び当該施設の老朽化等に伴う施設の整備改修等を

適宜行う。 

（２）～（５）〔略〕 

１．～２．〔略〕 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

  別 紙 

４．～７．〔略〕 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１）施設及び設備に関する計画

啓発施設について、業務の適正かつ効率的な実施の確保のため、業

務実施上の必要性及び当該施設の老朽化等に伴う施設の整備改修等を

適宜行う。 

令和７年度一般会計補正予算（第１号）により追加的に措置された

施設整備費補助金については、下表のとおり、北方領土啓発施設の老

朽化に伴う改修工事を行うために活用する。 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財  源 

北方館（根室市納沙布岬） 

羅臼国後展望塔 

（羅臼町礼文町） 

９０ 

３３ 

施設整備費補助金 

施設整備費補助金 

（２）～（５）〔略〕 

資料２

山田夏鈴(YAMADAKarin)
長方形
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 ［人件費の見積り］等 〔略〕 

 

 ［人件費の見積り］等 〔略〕 

 （別紙１－３）    〔略〕 

 

 ［人件費の見積り］等 〔略〕 

 

 ［人件費の見積り］等 〔略〕 

 （別紙１－３）    〔略〕 
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 （別紙２－３）    〔略〕 

 

 

 

 

 

 （別紙２－３）    〔略〕 
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 （別紙３－３）    〔略〕 

 

 

 

 

 

 （別紙３－３）    〔略〕 

 

 

 




